
 

  

  

 

 

 

 

～巧妙な手口から被害を防ぐ～ 
 

特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ（封書）等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ

込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言って

ATM を操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪（現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカ

ード等をすり替えて盗み取る詐欺盗（窃盗）を含む。）のことです。 

「わたしは大丈夫！・・・」その自信が一番あぶない！！ 

 

日 時   令和５年９月１３日（水） １０時～１１時 

会 場   彦根市北老人福祉センター 

対 象   彦根市にお住いの６０歳以上の人 

定 員   ３０人 （申込順） 

内 容   詐欺被害に遭わない予防策を 

       講話＆動画で説明 

講 師   彦根警察署彦根駅前交番係官 

※ ８月１日から申込受付を開始します。 

 

申込み・問い合わせ先  彦根市馬場一丁目５－５ 

彦根市北老人福祉センター 

                            TEL  ２７－６７０１（FAX同） 


